
３．私的年金の普及・拡充に向けた取組 
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 企業年金制度等について、働き方の多様化等に対応し、企業年金の普及・拡大を図るとともに、老後に向けた個人

の継続的な自助努力を支援するため、個人型確定拠出年金の加入者範囲の見直しや小規模事業主による個人型確定拠

出年金への掛金追加納付制度の創設、個人型確定拠出年金の実施主体である国民年金基金連合会の業務追加等の措置

を講ずる。 

Ⅰ 概要 

１ 企業年金の普及・拡大 
  ① 事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業（従業員100人以下）を対象に、設立手続き等を

大幅に緩和した『簡易型ＤＣ制度』を創設。 
 ★② 中小企業（従業員100人以下）に限り、個人型ＤＣに加入する従業員の拠出に追加して事業主拠出を

可能とする『個人型ＤＣへの小規模事業主掛金納付制度』を創設。 
 ★③ ＤＣの拠出規制単位を月単位から年単位とする。 
 
２ ライフコースの多様化への対応 
 ★① 個人型ＤＣについて、第3号被保険者や企業年金加入者（※）、公務員等共済加入者も加入可能と

する。※企業型ＤＣ加入者については規約に定めた場合に限る。 

 ★② ＤＣからＤＢ等へ年金資産の持ち運び（ポータビリティ）を拡充。 
 
３ ＤＣの運用の改善 
  ① 運用商品を選択しやすいよう、継続投資教育の努力義務化や運用商品数の抑制等を行う。 
  ② あらかじめ定められた指定運用方法に関する規定の整備を行うとともに、指定運用方法として

分散投資効果が期待できる商品設定を促す措置を講じる。 
 
４ その他 
  ・ 企業年金の手続簡素化や国民年金基金連合会の広報業務の追加等の措置を講じる。 

・２①、４は、平成29年1月1日（１③は、平成30年１月１日、４の一部は、平成28年７月１日等） 

・１①②、２②、３は、公布の日から２年以内で政令で定める日 

 

★は平成27年度税制改正関係 

 確定拠出年金法等の一部を改正する法律（平成28年法律第66号）の概要 

※DC：確定拠出年金 DB：確定給付企業年金 

Ⅱ 施行期日 
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  個人型確定拠出年金の一層の周知を図るため、このたび愛称を決定（平成28年9月16日） 

英語表記の individual-type Defined 
Contribution pension planから親しみ
やすい響きの「イデコ」としました。また、「i」に
は「私」という意味が込められており、自分で
運用する年金の特徴が捉えられています。 

（ イ デ コ ） 

個人型確定拠出年
金の愛称決定に関
する記者発表会で
の様子 

 

（写真は、左は橋本
厚生労働副大臣、
右は杉山愛氏） 

iＤeＣo（イデコ）個人型確定拠出年金の概要 

 昨年の通常国会で成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」（平成28年６月３日公布）により、平成29年１月
から、iDeCoについて、第3号被保険者や企業年金加入者※、公務員等共済加入者も加入可能となった。  
 ※企業型確定拠出年金加入者については規約でiDeCoへの加入を認めている場合に限定 

  確定拠出年金とは… 

○ 「確定拠出年金」は、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金の一つ。基礎年金、厚生年金保険と組み合わ
せることで、老後の所得確保の一助となるもの。 

 

○ 確定拠出年金の仕組みは、掛金を定めて事業主や加入者が拠出し、加入者自らが運用し、掛金とその運用益との
合計額をもとに将来の給付額が決定されるもので、事業主が掛金を拠出する「企業型確定拠出年金」と、個人で
加入する「個人型確定拠出年金（iDeCo）」があります。 

 

○ ３つの税制優遇があります。  → 

 
 ※運用は加入者ご自身が行う、中途での引出し 
  に制限がある、口座管理手数料などがかかる 
  など、留意点があります。 

※ ロゴマークについても決定（平成２８年１１月１日公表） 
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共済加入者に対するiＤeＣo（イデコ）への加入促進について 

○ 平成29年１月から、公務員等の共済加入者もiDeCoに加入可能となったことから、総務省等と連
携して、昨年８～９月にかけて、自治体等の人事担当者を集めた説明会を開催。 

 
○ 併せて、昨年12月末には、自治体等の職員向けリーフレットやＱ＆Ａも発出済み。 
 
○  iDeCoには、掛金が全額所得控除される等の優遇措置が設けられており、老後の所得確保にもつ
ながることから、より多くの職員に加入していただけるよう、積極的な周知をお願いしたい。 

  厚労省HP上の特設ページ 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/nenkin/kyoshutsu/ideco.html 

  発出済みの職員向けリーフレット 

１. iDeCoの加入にあたっては、まずご希望の取扱い金融機関等（受付金融機関）から、

加入申出書・事業主証明書等を入手します。

２. 加入申出書・事業主証明書等に必要事項を記載します。

※ 加入申出書・事業主証明書の記載にあたっては、掛金の納付方法を「事業主払込」にするか、
「個人払込」にするかどうかを選択していただく必要があります（注１）。

国
民
年
金
基
金
連
合
会

金融機関等へ加入申込（加入申出書・事業主証明書等を提出）

金
融
機
関
等

加入申出書
等の転送

事業主へ事業主証明書の交付を依頼する

事業主から事業主証明書の交付を受ける

※ 事業主（官公庁・地方自治体等のiDeCo事務担当者）

iDeCo 加入までの流れ

事
業
主

（注１）「事業主払込」と「個人払込」におけるそれぞれの特徴

・ 「事業主払込」のうち、例えば掛金の給与控除の場合、口座の残高不足による掛金の納付漏れを防ぐことが
できます。一方、異動の際などにおけるいくつかの留意事項（裏面に記載）がありますので、それらを予めご
了承いただく必要があります。

・ 「個人払込」は、加入者自らの口座からの引き落としとなるため、掛金の給与控除で発生する留意事項への
影響（事務スケジュール等による異動時などの納付漏れ等）が基本的に生じることはなく、育児休業中の場
合等においても掛金を納付することができます。一方、掛金の所得控除を受けるには年末調整の手続きが
必要です。なお、口座残高が不足する場合、掛金が引き落としされず、その月の掛金が納付できません。

制度の詳細およびご不明点等はイデコガイド（国民年金基金連合会

特設ホームページ http://www.ideco-guide.jp/）を参照

お申し込みは取扱い金融機関等へ
「運営管理機関（受付金融機関）一覧」はこちら→

（http://www.npfa.or.jp/401K/news/pdf/renrakusaki.pdf）

２

３

５

１

４

金融機関等から加入申出書・事業主証明書等を入手する

加
入
希
望
者

（※）

３. 事業主証明書と必要書類（年金手帳のコピー、「基礎年金番号等の取得及び利用の取り扱いに関する同

意書」等）をご所属の事業主（ iDeCo 事務担当者）に提出し、必要事項を記載いただい

た上で、加入申出書と事業主証明書等を受付金融機関に提出します。

（注２）「基礎年金番号等の取得及び利用の取り扱いに関する同意書」等とは
基礎年金番号等の情報について、iDeCoに関する事務の範囲内において、事業主が取得し利用すること（また、

共済組合が事業主に提供すること）への同意書

１

２ ３ ４

４. 書類に不備がなければ、これで手続きは完了です。

iDeCoに加入を希望される共済等加入者の皆さまへ

iDeCo加入にあたっての流れと留意事項

○ 本年６月３日に公布された確定拠出年金法等の一部を改正する法律により、平成29年１月から、
共済等加入者の方も個人型確定拠出年金（愛称：iDeCo）に加入できるようになります。

○ 加入にあたっては、以下の流れと留意事項をご理解の上、手続きをお願いします。

３月から掛金の給与控除の開始

人給システムに加入している各府省においては、
３月から掛金の給与控除が可能となります。

同意書の提出

同意書への署名・捺印依頼
掛金の給与控除の留意事項

記載内容は平成28年12月現在の情報です。

（１）加入申出書に基礎年金番号を記入する必要があります！

→ iDeCoに加入する際には、基礎年金番号が必要になります（※基礎年金番号は、ご自身の年金手
帳や、ねんきん定期便、各種通知書などに記載されています。基礎年金番号がわからない場合は、
ご自身の職場の共済組合担当にご確認いただくか、お近くの年金事務所にお問い合わせください）。

（２）基礎年金番号を確認できる書類（年金手帳のコピー等）の提出を求めています！

→ iDeCoに係る事務に基礎年金番号を利用していることから、加入に当たっては、事業主に対して
基礎年金番号を確認できる書類の提出をお願いしています。

※ 年金手帳のコピー等を提出しなくとも、ご自身又は事業主を通じて共済組合に基礎年金番号を確認することで
代替することも可能です。また、事業主や共済組合に対し、必要な同意書の提出をお願いします。

→ 人事異動や退職により、異なる事業所へ異動や入社した際には、加入者は改めて異動や入社後の
iDeCo事務担当者に対して基礎年金番号を確認できる書類の提出が必要になります。

加入申込書作成時の留意事項

▶ 掛金の給与控除（天引き）を希望する場合には、以下の事項に留意してください。

（１）掛金の納付（給与控除）開始時期に留意が必要です！

→ 国民年金基金連合会での加入受付時期により、掛金の給与控除を開始する時期が異なります。

（例）

→ なお、制度開始当初である平成29年１月に加入した場合は、３月から掛金の給与控除が
始まります。

→ ４月または12月の大規模連休前に加入した場合などにおいては、事務処理スケジュールの

関係上、掛金の給与控除の開始が遅れる可能性があります。

（２）人事異動の際、異動月に納付する掛金は徴収されない可能性があります！

→ 人事異動の際、異動した月に納付する掛金（前月分）が納付できない場合があります。

→ その場合、本人の希望により、納付ができなかった月の掛金は、調整月に給与控除すること
ができます。（例：４月異動で３月分の納付ができなかった場合、８月分または11月分と合わせ２か
月分の掛金納付を希望できます（給与控除による調整は９月または12月に行われます）。）

（３）民間企業への異動の際、「個人払込」への変更が必要な場合があります！

→ 共済組合加入の官公庁等から民間企業等へと異動する場合、その民間企業がiDeCoの掛金
の給与控除に対応していない場合があります。その場合には、掛金の給与控除ができません
ので、「個人払込」に変更していただく必要があります。

（４）育児休業などを取得する際、「個人払込」への変更が必要な場合があります！

→ 育児休業や介護休業などを取得することにより、事業主からの給与支払いがなくなる場合、
掛金の給与控除ができなくなります。そのため、育児休業中にも継続して掛金を納付したい
場合には、「事業主払込」から「個人払込」に納付方法を変更していただく必要があります。

翌々月開始

毎月20日以前に
加入申込書受付 給与支給日5月 6月 7月

20日

５月分を天引き

給与支給日

掛金給与天引きなし

６月分を天引き

５月分、６月分
を天引き

翌月開始

毎月21日以降に
加入申込書受付


